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新農業委員決まる
　任期満了に伴う会津若松市農業委員選挙は七月六日に執行され、新農業委員三十名が決定しました（任期三年）。この三十名に議会

や関係機関から推薦された委員七名を加え、合計三十七名となります。
　今後、会津若松市の農家の代表として尽力いたしますのでよろしくお願いいたします。
―会長に梶内  正信氏―
会長職務代理者には
　手代木久司氏、渡部晴日子氏を選出
　会津若松市農業委員会の改選後初の総会は市長の招集により、七月二十二日に会津若松市役所栄町第二庁舎二階第一会議室において

開催され、市長の挨拶に続き会長・職務代理者・各部会長等の新役員の選出を行いました。
新役員は次のとおりです。
会　　　長　　　　梶　内　正　信
会長職務代理者　　手代木　久　司　
　　　〃　　　　　渡　部　晴日子
農政部会長　　　　棚　木　信　治　
　副部会長　　　　島　影　宣　孝
農地部会長　　　　永　田　弘　幸
　副部会長　　　　永　井　　　茂　
運営委員長　　　　武　田　芳　仁
　副委員長　　　　積　田　行　弘
広報委員長　　　　鈴　木　　　勇
　副委員長　　　　弓　田　秀　一
ご　挨　拶
会　長　梶　内　正　信
　農業委員会だよりの発行にあたり、ご挨拶申し上げます。
　この度、平成二十六年七月の農業委員選挙を受け、改選後初の総会において、市農業委員会会長の要職を再任することになりました

。もとより浅学の身であり、充分にこの職務を遂行する才はありませんが、本市農業振興のため、農家の皆様はじめ農業委員、役員の

方々等のご指導、ご支援をいただきながら、微力ではありますが、精一杯努力してまいる所存でありますので、ご協力のほどよろしく

お願い申し上げます。
　さて、東日本大震災から三年六ヶ月が経過いたしましたが、本県においては、農業農村の復旧復興にまだまだ時間を要するところで

あり、原発事故に伴う放射能汚染問題は、未だ収束への道筋が見えておらず、本市、会津方部においても、風評被害は依然として農家

に重くのしかかってきております。
　また、全国に目を転じても、ＴＰＰ、コーデックス（食品規格）、農業経営者の高齢化、担い手不足、遊休農地の増大等、農業を巡

っては課題が山積しているところです。
　そんな中、政府が打ち出した農業改革では、規制改革会議の答申を受け、農業委員会等の組織改革として、農業委員「公選制」の廃

止や建議の法定除外等が閣議決定されました。
　このことは、農業委員会活動の根幹を揺るがすばかりか、掘り下げれば、農村の生活権や農業者の主権を奪い去ることにもつながり

かねず、農業農村の重大な問題として受け止めなければなりません。当委員会では「命の産業」とも言われる大切な農業を守るため、

公選制度並びに建議の法定化の堅持を関係機関に強く要請しているところであります。
　我々農業委員会は、これからも農業者の代表機関として、農業関係法令等に基づき、委員三十七名全員で「和」と「公論」をもって

関係機関と一体となり、また農家の皆様の英知を拝借しながら、本市農業の未来が明るく幸福感を得られるよう、農業農村の活性化に

向けて一人ひとり頑張ってまいりますので、よろしくご指導、ご協力のほどお願い申し上げます。
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農業委員の紹介
任期：平成 26 年７月 20 日〜平成 29 年７月 19 日
氏名　①電話番号　②地区　③任期回数　④所属
会　長
梶内　正信（かじうち　まさのぶ）
① ７５−３０２６
② 八田　　　　　
③ ８期
会長職務代理者
手代木久司（てしろぎ　ひさし）
① ５８−３０７９
② 荒井　　　　　③ ４期
④ 農地部会
会長職務代理者
渡部晴日子（わたなべ　はるひこ）
① ２４−４８１６
② 町北　　　　　③ ３期
④ 農政部会
〜第１選挙区〜
佐々木隆夫（ささき　たかお）
① ２６−２０４０
② 東山　　　　③ ２期
④ 農地部会・広報委員会
積田　行弘（つみた　ゆきひろ）
① ２８−１６１０
② 南四合　　　　③ ２期
④ 運営副委員長・農地部会
小川　　孝（おがわ　たかし）
① ２４−３８７９
② 一箕　　　　③ ６期
④ 農政部会
〜第２選挙区〜
星　　貴士（ほし　たかし）
① ９４−２３２７
② 湊　　　　③ １期
④ 農政部会・運営委員会
渡部　和弥（わたなべ　かずや）
① ９３−２８２６
② 湊　　　　③ ２期
④ 農地部会・広報委員会
小　山昭一（こびやま　しょういち）
① ９３−２７２３
② 湊　　　　③ ４期
④ 農地部会
〜第３選挙区〜
皆川　庄司（みなかわ　しょうし）
① ２４−３３８３
② 高野　　　③ １期
④ 農政部会
弓田　秀一（ゆみた　しゅういち）
① ２４−３３５４
② 高野　　　③ ２期
④ 広報副委員長・農地部会
永井　　茂（ながい　しげる）
① ２４−９５５７
② 神指　　　③ ２期
④ 農地副部会長
岩橋　近芳（いわはし　ちかよし）
① ２４−８４８３
② 神指　　　　③ ２期
④ 農政部会・運営委員会
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〜第４選挙区〜
渡部　政美（わたなべ　まさみ）
① ２８−１３４５
② 門田　　　③ ２期
④ 農政部会

島影　宣孝（しまかげ　のぶたか）
① ２８−３４９６
② 門田　　　③ ２期
④ 農政部副会長・広報委員会

渡部　秀光（わたなべ　ひでみつ）
① ２８−２９２０
② 門田　　　③ ２期
④ 農地部会・運営委員会

永田　弘幸（ながた　ひろゆき）
① ９２−２７０９
② 大戸　　　　③ ４期
④ 農地部会長

〜第５選挙区〜
大堀　千守（おおほり　ちもる）
① ５８−２１９７
② 荒井　　　　③ １期
④ 農政部会

山内　善一（やまうち　ぜんいち）
① ５８−２２４４
② 荒井　　　　③ ２期
④ 農地部会

大竹　和昭（おおたけ　かずあき）
① ５８−２９７９
② 川南　　　③ １期
④ 農政部会

　橋　一美（たかはし　かずみ）
① ５８−２４５６
② 川南　　　③ ２期
④ 農政部会

星　　俊典（ほし　としのり）
① ５８−２３５８
② 舘ノ内　　　③ １期
④ 農政部会

渡部　裕末（わたなべ　ゆうし）
① ５８−２８７８
② 舘ノ内　　③ ４期
④ 農地部会・運営委員会

鈴木　　勇（すずき　いさむ）
① ５８−２４４７
② 舘ノ内　　　③ ６期
④ 広報委員長・農地部会

〜農業協同組合推薦〜
川口　正伸（かわぐち　まさのぶ）
① ７５−３８０５
② 堂島
④ 農地部会

〜農業共済組合推薦〜
鈴木　　仁（すずき　ひとし）
① ７５−３９８５
② 堂島
④ 農政部会

〜土地改良区推薦〜
　野　源一（たかの　げんいち）
① ５６−２７７１
② 川南
④ 農地部会・運営委員会
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氏名
①電話番号
②地区
③任期回数
④所属

〜第６選挙区〜
渡邉　直也（わたなべ　なおや）
① ７５−３８９４
② 堂島　　　　③ ２期
④ 農政部会・広報委員会

吉田　武幸（よしだ　たけゆき）
① ７５−４０００
② 堂島　　　　③ ２期
④ 農地部会

棚木　信治（たなぎ　のぶはる）
① ７５−４４４９
② 堂島　　　③ ３期
④ 農政部会長

小林　哲夫（こばやし　てつお）
① ７５−３６３５
② 八田　　　　③ ５期
④ 農地部会

吉田　和明（よしだ　かずあき）
① ７５−３６７２
② 日橋　　　　③ １期
④ 農地部会

武田　芳仁（たけだ　よしひと）
① ７５−３４８７
② 日橋　　　③ ５期
④ 運営委員長・農政部会

〜議会推薦〜
土屋　　　隆（つちや　たかし）
① ２５−３８００
② 神指
④ 農政部会

斎藤　基雄（さいとう　もとお）
① ９３−２６４４
② 湊
④ 農地部会

渡部誠一郎（わたなべ　せいいちろう）
① ２２−４９００
② 町北
④ 農政部会

長谷川光雄（はせがわ　みつお）
① ７５−４３０７
② 堂島
④ 農地部会
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農地を「貸したい方」「借りたい方」を「農業振興公社」が応援します。
農地を貸したい場合
貸付申込書の提出

「農用地等貸付申込書」を市町村又はＪＡの担当窓口を通じてご提出ください。　
※申込書は、市町村、ＪＡの担当窓口に準備しています。（農業振興公社のホームページにも掲載）　

申込み内容の確認
申込書に記載された農地の状況、地番、面積、権利関係等について、確認をさせていただきます。　　

借入候補農地として登録
確認ができたものについては、借り入れる農地の候補としてリスト化し、あらかじめ登録しておきます。

貸借の協議
公社で借り入れるかどうか地権者の方と協議をさせていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

貸借契約の締結
協議が整ったら、農地の貸借契約の手続きを行います。※契約の手続きについては、農業経営基盤
強化促進法に基づく「農用地利用集積計画」への同意、 市町村による公告により行われます。

 農地の貸し借り（農地中間管理事業）

【出し手】
農地の借受け

高齢で農業を
やめたいけど、
農地は守りたい

相続した農地を
誰かに貸したい

福島県農業振興公社
（農地中間管理機構）

①農地を借受け（農地中間管理権）
②担い手（個人経営・法人経営・集落
　　営農など）がまとまりのある形で
　　農地を利用できるよう配慮して貸付け
③貸し付けるまでの間、農地として管理
④借受け先が確実な場合、必要に応じて
　　簡易な条件整備を実施

【受け手】
農地の貸付け
地域内の農地を
借りて規模を
拡大したい

　　農業を始めたいので、
農地を借りたい
 農地を借りたい場合

借受希望者募集
への応募
まず、公社が行う「借受希望者の募集」に応募いただくことが必要です。
募集は、年２回（８月、１２月（ただし、平成２６年度は８月、１０月、１２月の３回））行います。
一定の区域ごとにその中の農地について行います。　※応募用紙（借受申出書）は、市町村、ＪＡに準備
しています。（農業振興公社のホームページにも掲載）　※市町村又は農業振興公社にご提出ください。

氏名、応募内容の公表
応募した方の氏名、応募内容を整理し、公表します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農地の検討
市町村、農業委員会、ＪＡ等の協力をいただきながら、ご希望に沿った農地を紹介し、貸し出しの協議をします。　　 

貸借契約の締結
ご希望の農地が見つかったら、公社との農地の貸借契約の手続きを行います。貸借契約の手続きは、農地中間
管理事業の推進に関する法律に基づく「農用地利用配分計画書」への同意、 県の認可、公告により行われます。  

 【問い合わせ先】
 ・会津若松市農業再生協議会事務局（会津若松市農政課内） ℡０２４２−３９−１２５３
 ・会津若松市農業委員会　　　　　　　　　　　　　　　   ℡０２４２−３９−１３５１
 ・あいづ農業協同組合営農企画課　　　　　　　　　　　   ℡０２４２−３７−２３０３
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「お世話に
　　　なりました。」
　農業委員の任期満了に伴い、委員会活動に精励され、本市農業振興に貢献された七名の方々が勇退されました。
　お疲れ様でした。

山　口　清　正 様
　　　　五期（第六選挙区）
奈良橋　　　渉 様
　　　　四期（第五選挙区）
岩　田　正　則 様
　　　　四期（第二選挙区）
　　野　源　一 様
　　　　四期（第五選挙区）
渡　邉　公　久 様
　　　　二期（第五選挙区）
渡　部　　　守 様
　　　　一期（第二選挙区）
二　瓶　和　馬 様
　　　　（土地改良区推薦）
　　　　四期（第二選挙区）

農業委員会総会の議事録・農業委員会活動計画は、
事務局にて閲覧することができます。

簡単・安心・税控除

農地を貸したい方、売りたい方は、
　　　　　農業委員会へご相談ください！

農業委員会では、
▼適切な借り手・買い手をあっせんします。
▼農業委員会を通すことにより安心して貸せます。
　　「正式に農地を貸すと、返してもらえなくなるのでは…」と
　思われていませんか？現在の制度
　では正式な手続きを行えば、貸付期限がくれば確実に農地の権
　原が戻ります。
　　個人的な契約はトラブルのもとになることがあります。
▼農業委員会のあっせんなどにより担い手農家へ農地を売ると、
　譲渡所得税の 800 万円控除の制度があります。
　また、所有権移転登記も嘱託により、農業委員会で行います。

◎農地法等の許可申請は余裕をもって！
□農地法等の許可申請は、毎月５日締め切りです。申請の際には、
　記載漏れや誤りがないか、添付書類は揃っているかなどをよく
　確認してから申請してください。
□申請書、添付書類に不備や不足がありますと、当月分として受
　付できなくなります。
　事前に窓口でご相談の上、余裕をもって申請手続きを行うよう
　にお願いします。
◇農地法等の許可申請の受付期限は◇
　原則として毎月５日締切（土、日、祝日の場合は翌日）
　※締切日以降の申請は、翌月分扱いとなりますのでご注意くだ　　さい。
　　（詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。）

2014
「農業相談日」
のご案内

○開催日
　原則として毎月第２水曜日
　５月・10 月を除く
○時　間
　午後１時 30 分〜
　　　　　　　４時 00 分
○場　所
　農業委員会事務局内
　　　　　　　「会長室」
○対応者
　農業委員
○相談内容
　農地や農業全般について
　の相談をお受けします。
　秘密は厳守しますので
　お気軽においでください。

※農業委員には、
　守秘義務が課せ
　られています。

●発行日　毎週金曜日
●購読料　1 ヶ月　600 円

会津若松市農業委員会
　　　　　　広報委員会

広報委員長　鈴木　　勇
副委員長　　弓田　秀一
委　　員　　島影　宣孝
委　　員　　佐々木隆夫
委　　員　　渡部　和弥
委　　員　　渡邉　直也

内容についてのお問い合せは、会津若松市農業委員会事務局まで　☎３９−１３５１0


